
京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業実施要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、重度障害者が、障害状況等に応じた住宅環境整備を行うに当たり、

専門的助言・指導を行うとともに費用の一部を助成することにより、在宅生活を支援し、

重度障害者の自立促進と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。 
 
（実施主体） 
第２条 この事業の実施主体は京都市（以下「本市」という。）とする。ただし、本事業の

一部を公益社団法人京都市身体障害者団体連合会（以下｢市身連｣という。）に委託するこ

とがある。 
 
（助成内容） 
第３条 助成対象となる住宅環境整備は、第１条に定める目的に合致するものであって、

次の各号のとおりとする。 
⑴ 住宅改造 
⑵ 移動設備設置（天井走行型リフト、段差解消機、階段昇降機等） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は助成対象としない。 
⑴ 住宅の新築、購入又は全面改築等に伴って行われる整備 

 ⑵ 家屋の維持・補修 
 ⑶ 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱別表１の給付品目及び設置工事を

伴わない福祉機器等の購入費 
⑷ 全身性障害者屋内移動設備助成事業実施要綱に基づき助成を受けた者に係る移動設

備設置費 
⑸ 第７条の規定による申請以前に着手又は完了しているもの 
⑹ 介護保険又は生活保護法による介護扶助の給付対象となる福祉用具及び住宅改修費 
⑺ グループホームの整備 

 
（助成対象者） 
第４条 本事業の対象者は、本市の区域内に居住し、かつ本市が援護の実施主体となる者

であって、次の各号の掲げる要件全てに該当し、住宅環境整備の必要性が認められる者

とする。 
⑴ 住宅改造については、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が１級若しくは

２級の者又は療育手帳の交付を受け、その障害程度がＡの者 
移動設備設置については、四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢機能障害で

身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が１級であり、かつ、移動が困難の者 



なお、住宅改造及び移動設備設置のいずれの要件にも該当する者については、いず

れにおいても対象とすることができる。 
⑵ 原則として、障害者支援施設や医療機関等に入所若しくは入院中でない者 
⑶ 自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から、

住宅改造若しくは移動設備設置について、承諾の得られている者 
⑷ 生活保護法による被保護世帯若しくは対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全

員の申請のあった月の属する年度（申請のあった月が４月から６月までの場合にあっ

ては前年度。以下同じ。）分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含む。以下同じ。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第

３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）の額を合算した額が、２３

万５千円未満の世帯に属する者 

２ 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、対象者及び対象者と同一の世帯に属

する者全員が指定都市（地方自治法第２５２条の第１９条第１項の指定都市をいう。以

下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村

の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

 
（助成額） 
第５条 助成額は、住宅改造若しくは移動設備設置に要する額（他の制度により、同じ住

宅改造若しくは移動設備設置に係る助成を受け、若しくは受ける見込みである場合は、

当該助成額を控除した額）に別表１に定める助成率を乗じて得た額とする。ただし、別

表１に定める限度額の範囲内とする。 
２ 住宅改造にあっては、前項の規定にかかわらず、別表１に定める限度額から次の各号

に掲げる給付の対象者となる場合は、当該給付に係る給付限度額若しくは支給限度基準

額を控除するものとする。 
⑴ 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱による居宅生活動作補助用具の給

付対象者 
⑵ 介護保険法による保険給付対象者、若しくは生活保護法による介護扶助の給付対象

者のうち４０歳以上６５歳未満の医療保険未加入者で介護保険法第２条各号の特定疾

病により要介護又は要支援の状態にある者 
３ 助成額は千円単位とし、千円未満の端数が出た時は、切り捨てるものとする。 
 
（助成回数） 
第６条 助成は、原則として、第３条第１項各号において１世帯につき１回に限るものと

する。 
 
（助成の申請） 



第７条 住宅環境整備費の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「重度

障害者住宅環境整備費助成申請書」（第１号様式）に次の書類を添付又は提示し、市身連

を経由して市長に提出しなければならない。 
ただし、第４号から第９号に定める書類については、次条に定める住宅環境整備相談

（以下｢専門相談｣という。）終了後に提出するものとする。 
⑴ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の現年度分の市町村民税所得割の額

を証明する書類若しくは生活保護受給証明書 
⑵ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の住民票 
⑶ 身体障害者手帳又は療育手帳（提示） 
⑷ 整備計画書 
⑸ 整備見積書 
⑹ 整備箇所、内容を示す平面図 
⑺ 整備前の状況を示す写真 
⑻ 対象者又は対象者と同居する親族の所有する住宅以外の家屋に居住する場合にあっ

ては、当該家屋の所有者又は管理者（以下「家屋所有者等」という。）の整備承諾書及

び賃借契約書等家屋所有者等を確認することのできる書類の写し 
⑼ その他市長が必要と認めるもの 

 
（住宅環境整備相談） 
第８条 申請者は、申請に伴い専門相談を必ず受けなければならない。 
２ 専門相談は、市身連に依頼して実施する。 
３ 市身連は、福祉、保健、医療、建築、福祉用具等の専門分野の関係者で構成する専門

相談チームを対象者宅に派遣し、障害状況に応じた住宅改造や移動設備の設置等につい

て、専門的助言・指導を行うものとする。 
 
（訪問調査） 
第９条 市長は、第７条により申請を受理した場合は、市身連に依頼し又は市身連と連携

して対象者宅を訪問し、障害状況、家屋状況、生活状況等について実地調査を行うもの

とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、前条の専門相談の結果、実地調査を行う必要がないと認め

られる場合は、これを省略することができる。 
 
（審査及び決定等） 
第１０条 市長は、第７条に定める申請関係書類、第８条の専門相談及び前条の訪問調査

に基づき、助成の申請について審査し、助成をすることを決定したときは、「重度障害者

住宅環境整備費助成決定通知書」（第２号様式）（以下｢決定通知書｣という。）、及び「重



度障害者住宅環境整備費助成券」（第３号様式）（以下「助成券」という。）を、助成しな

いことを決定したときは、「重度障害者住宅環境整備費助成却下決定通知書」（第４号様

式）を対象者に送付する。 
２ 助成の決定を受けた者（以下「被助成者」という。）は、施工業者に依頼し、決定通知

書、整備計画書等に基づき、速やかに整備に着手しなければならない。 
 
（整備内容の変更等） 
第１１条 被助成者が、助成の決定を受けた整備の内容について、助成金額の変更を伴う

変更をしようとするときは、決定通知書及び助成券を市長に返還したうえで、変更する

整備内容ついて第７条に定める申請を行わなければならない。 
２ 前項において、すでに整備に着手している場合は、次項により助成の決定を受けるま

での間、整備を中断しなければならない。 
３ 市長は、被助成者から決定通知書及び助成券の返還を受け、第１項の申請を受理した

ときは、当該決定通知書及び助成券に係る助成決定を取消したうえで、当該申請につい

て審査し、助成すること又は助成しないことを決定し、前条第１項の規定に準じ、申請

者に通知することとする。 
４ 被助成者が、決定を受けた整備の内容について、助成金額の変更を伴わない変更をし

ようとするときは、工事変更届及び変更書類を市身連を経由して市長に提出し、事前に

承認を得るものとする。 
 
（整備完了検査） 
第１２条 被助成者は、整備完了後速やかに、市身連を経由して市長に整備完了報告を行

う。 
２ 市長は、整備完了報告を受けたときは、市身連に依頼し又は市身連と連携して被助成

者宅を訪問し、整備内容の履行検査を行うものとする。 
 
（助成額の請求及び支払い等） 
第１３条 被助成者は、整備完了検査後、助成券を施工業者に提出する。ただし、助成対

象外経費がある場合は、別途その額を支払うものとする。 
２ 施工業者は、被助成者から受理した助成券を、市身連を経由して市長に提出するもの

とする。 
３ 施工業者は、助成券を提出し市長の確認を受けた後、助成額を市長に請求するものと

し、市長は、施工業者からの請求書を受理したときは、助成額を当該施工業者に支払う

ものとする。ただし、第１１条第３項の規定により整備内容の変更について助成しない

ことを決定した場合は、当初に助成の決定を受けた整備内容において、既に整備を行っ

た範囲で支払うものとする。 



４ なお、特段の事由もなく、整備完了検査合格日から３年以内に請求行為をなさないも

のについては、助成金を請求する権利を失うものとする。 
 
（助成決定の取消及び助成金の返還） 
第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の取消又は

既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることがある。 
⑴ 申請書類に虚偽の事項を記載し又は助成に関し不正の行為があったとき 
⑵ 整備を行った財産を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供し

たとき 
 
（その他） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉

局長が定める。 
 
附 則 

１ この要綱は、平成１１年１月１日から施行する。 
 
２ 全身性障害者屋内移動設備助成事業実施要綱は廃止する。 

 
附 則 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この要綱は、平成１１年１２月１日から施行する。 
附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱の施行日前に専門相談の申込みを行った者にかかる助成額については、なお、

従前の例による。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。 
（経過措置） 



２ この要綱の施行日前に専門相談の申込みを行った者にかかる助成額については、なお、

従前の例による。ただし、この経過措置は、平成１７年５月３１日までに市長に対して

助成の申請をした者に限る。 
 
附 則  

（施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱の施行日前に専門相談の申込みを行った者にかかる助成の限度額及び世帯階

層区分については、なお従前の例による。ただし、この経過措置は、平成１８年６月

３０日までに市長に対して助成の申請をした者に限る。 
 

附 則  
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱の施行日前に専門相談の申込みを行った者にかかる助成の世帯階層区分につ

いては、なお従前の例による。ただし、この経過措置は、平成２０年６月３０日までに

京都市に対して助成の申請をした者に限る。 
 
  附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、決定の日（平成２４年３月１３日）から施行する。 
 
  附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 



附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 
 
  附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成３１年３月２８日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 



別表１ （第５条関係） 

（備考） 「市町村民税所得割非課税の世帯」とは、市町村民税所得割を課されない者

（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者を

含む。）のみで構成される世帯をいう。 

 

世帯階層区分 助成率 限度額 
(住宅改造) 

限度額 
( 移動 設備

設置) 

第１ 生活保護法による被保護世帯 ４／４ ５０万円 ６５万円 

第２ 市町村民税所得割非課税の世帯 ４／４ ５０万円 ６５万円 

第３ 市町村民税所得割課税の世帯 
（市町村民税所得割額２３万５千円未満） ３／４ ４０万円 ５０万円 



第１号様式（第７条関係） 

重 度 障 害 者 住 宅 環 境 整 備 費 助 成 申 請 書 
（ 宛 先 ） 京 都 市 長 様 年   月   日  

申請者の住所（〒    －     ） 
 

申請者の氏名（助成対象者との続柄     ） 
 
 

電話（    ）    －     
京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業実施要綱第７条の規定により、整備費の助成を申請します。 

フ リ ガ ナ 

対 象 者 氏 名 
男  
女  

生 年 月 日 年   月   日  

住 所 
      区 

電話（    ）    －     

障

害

状

況 

身体障害

者 手 帳 
番号（     第     号） 交付年月日     年     月     日 
障害程度（    種    級） 障害区分：視覚、聴覚言語、肢体、内部（   ） 

療育手帳 
番号 （ 京都市 第     号） 交付年月日     年     月     日 
障害程度（      ）  

介護保険法等による要介護状態 要 支 援 ・ 要 介 護（    ） 
日 常 生 活 用 具 受 給 状 況 居宅生活動作補助用具、歩行支援用具、入浴補助用具、その他（         ） 

助成希望内容 
住 宅 改 造 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所、その他（      ） 
移 動 設 備 天井走行型リフト、段差解消機、階段昇降機、その他（        ） 

住 居 形 態 １．自家 ２．借家（市営・府営・公社・公団・民営）３．その他（       ） 

世 帯 の 状 況 

氏 名 続 柄 生 年 月 日 職 業 市長村民税所得割の金額 
  ・  ・   
  ・  ・   
  ・  ・   
  ・  ・   

 上記のとおり相違ありません。また、上記の事項について、必要な調査を行うことに同意します。 

氏 名                   

＊上記太枠の中を記入してください。 
 

＊ 処 理 欄 

 
 

 

 

市 町 村 民 税 所 得 割 額 円    申請時添付書類  
階 層 区 分 １．生活保護 ２．市町村民税所得割非課税 ３．市町村民税所得割 235,000 円未満 □同一世帯に属する者全員の住民票等 
助 成 内 容 住宅改造・移動設備 障害程度 身障（        ）、療育（    ） □市・府民税課税証明書等 
住宅改造限度額区分 居宅生活動作補助用具・介護保険・介護扶助・その他 □生活保護受給証明書 
対 象 経 費 

住宅改造 
円  

移動設備 
円  □身障手帳・療育手帳 

助 成 額 円  円   
助成対象外経費 円  円   



第２号様式（第１０条関係） 

  年  月  日   

 

京 都 市 長       

 

重 度 障 害 者 住 宅 環 境 整 備 費 助 成 決 定 通 知 書 
 

  年  月  日付けで申請のあった重度障害者住宅環境整備費助成について、下記のとおり

決定しましたので通知します。 

 

助 成 番 号 第     号 発行年月日    年   月   日   

対 象者 氏名  生 年 月 日 
 

 
 年   月   日生  

現 住 所 
京都市    区 

電話（    ）     －        

助 成 内 容 

住宅改造 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所、その他（       ） 

移動設備 天井走行型リフト、段差解消機、階段昇降機、その他（           ） 

区 分 
対 象 経 費 額 

① 

助 成 額 

② 

助成対象外経費額 

①－② 
備 考 

住宅改造     

移動設備     

計     

施 工業 者名 

及 び所 在地 

電話（     ）     －       

注 意 事 項 

１ 施工業者に依頼し、速やかに整備に着手してください。 

２ 整備完了後は、速やかに完了報告を行い、完了検査を受けてください。 

３ 助成を行った財産を、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供

することは、固く禁じます。 

４ ３に違反した場合には、助成金の支給決定の取消又は既に助成した金額の全部若し

くは一部を返還させることがあります。 

５ 裏面の教示事項を必ずお読みください。 



 

 

 

教示事項 

 

１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都 

市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日 

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

 

２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都 

市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都 

地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、 

京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求 

をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過し 

たときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。



  

第３号様式（第１０条関係） 

  年  月  日   

 

京 都 市 長       

 

重 度 障 害 者 住 宅 環 境 整 備 費 助 成 券 
 

 

 

 

 ＊助成対象外経費額については、整備完了検査後、本券を添えて直接施工業者にお支払いください。 

助 成 番 号 第     号 発行年月日    年   月   日   

対 象者 氏名  生 年 月 日 
 

 
 年   月   日生  

現 住 所 
京都市    区 

電話（    ）     －        

助 成 内 容 

住宅改造 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所、その他（       ） 

移動設備 天井走行型リフト、段差解消機、階段昇降機、その他（           ） 

区 分 
対 象 経 費 額 

① 

助 成 額 

② 

助成対象外経費額 

①－② 
備 考 

住宅改造     

移動設備     

計     

施 工業 者名 

及 び所 在地 

電話（     ）     －       

整備完了年月日      年   月   日 完了報告者（対象者との続柄）  

完了検査年月日      年   月   日 完 了 確 認 者  

備 考 欄  



 

第４号様式（第１０条関係） 

第         号  

  年  月  日  

 

        様 

 

京 都 市 長      

 

 

 

重度障害者住宅環境整備費助成却下決定通知書 

 

 

 

   年   月   日付けで申請のあった住宅環境整備費助成について、下記の理由

により却下することに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 
（理 由） 

 

 
 
 
 
 
 

教示事項 

 

１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長

に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

 

２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長

の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長とな

ります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消

しの訴えを提起することはできなくなります。 


